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序章 府中市福祉計画の見直しにあたって 
 

１ 計画策定の趣旨 

 

平成12年の社会福祉法改正により、地域福祉は対象も担い手もすべて市民を中心とした

ものへと転換しました。これを受け、府中市においても平成15年に『安心していきいきと

暮らせるまちづくりーみんなでつくる、みんなの福祉―』を基本理念に掲げた｢府中市福祉

計画｣を策定し、計画的、総合的に福祉を推進してきました。 

 

それから５年が経過し、少子・高齢化のさらなる進行、団塊の世代の地域還流など、社

会状況の急激な変化のもと、地域をとりまく課題は複雑化し、求められる福祉施策もより

多様化・高度化してきました。 

 

この間、高齢者分野では介護保険制度改正に対応した「高齢者保健福祉計画・介護保険

事業計画（第３期）」、障害者分野では障害者自立支援法制定に対応した「障害福祉計画」

を策定しました。子育て支援分野では、次世代育成支援対策推進法の施行に伴い、「次世代

育成支援行動計画（前期計画）」を策定しました。関連する分野では府中市保健計画「健康

ふちゅう２１」を策定しました。 

 

また、平成20年度からは医療制度改革も始まったこともふまえ、福祉を取り巻く制度は

これからも大きく変わることが予想されています。このような変化に対応していくために

は、各分野が相互に連携し、総合的に施策展開を行うことが求められています。 

 

また平成20年度からスタートした「第5次府中市総合計画後期基本計画」では、さまざ

まな地域課題への対応や将来を見据えた市政運営をめざして、第5次総合計画の基本構想

に示されている都市像である「心ふれあう 緑ゆたかな 住みよいまち」の実現をめざし

た施策を展開しています。この中でも健康・福祉分野は基本目標のひとつとして、重点プ

ロジェクトにも掲げられています。 

 

府中市福祉計画は、以上のような状況をふまえ、「地域福祉計画」と「高齢者保健福祉計

画･介護保険事業計画」、「障害者計画・障害福祉計画」を新たに策定し、既存計画とも整合

を図りながら、福祉の総合的な計画としていくことにしたものです。 
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○少子・高齢化、核家族化の進行、国全体としては人口減少傾向へ 

○高度情報化の進展、国際化・ボーダレス化 

○市民の価値観・ライフスタイルの変化 

○女性の就業率の上昇、男女共同参画 

○地方分権と都市間の競争激化、市民参画の住民自治への変革 

○地域コミュニティ意識の変化（プライバシー重視、助け合い希薄化） 

○団塊の世代の地域還流 

○新たな福祉問題の顕在化（児童虐待、ＤＶ、高齢者虐待、ニート） 

社会の潮流 

   

【国の動き】    

・社会福祉事業法、社会福祉法に改称・改正（平成 12 年度） 

・介護保険法施行（平成 12 年度）  

・局長通達「地域福祉計画指針（一人ひとりの住民への訴え）」（平成 14 年度） 

・社会福祉法 107 条施行（平成 15 年度） 

・次世代育成支援対策推進法施行（平成 17 年度） 

・介護保険法改正（平成 17 年度）  

・障害者自立支援法施行（平成 18 年度） 

・バリアフリー新法、住生活基本法施行（平成 18 年度） 

・障害者基本法改正９条施行（平成 19 年度） 

【東京都の動き】   

・福祉のまちづくり条例制定（平成９年度）・改正（平成 12 年度） 

・地域福祉推進計画（三相計画）（平成９年度～平成 14 年度） 

・東京都福祉改革ビジョン・福祉改革ＳＴＥＰⅡ（平成 12 年度～） 

・福祉健康都市東京ビジョン（平成 18 年度） 

・建築物のユニバーサルデザイン導入ガイドライン（平成 19 年度） 

・東京の福祉保健の新展開 2008（平成 19 年度） 

【府中市の動き】   

・府中市地域まちづくり条例（平成 15 年度） 

・府中市福祉のまちづくりユニバーサルデザインガイドライン（平成 19 年度） 

法制度の動き 

後期基本計画の重点プロジェクト

★ 子育て支援策を支援します 

★ 高齢者の生きがいづくりを支援します 

★ 水と緑のネットワーク化を推進します 

★ 府中基地跡地留保地内に公園を整備します 

★ 資源循環を推進します 

★ 地域の防犯・防災対策を強化します 

★ 地域力を生かした教育活動を推進します 

★ けやき並木を調和した魅力あるまちづくりを促進します 
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２ 計画の位置づけと構成 

 

（１）計画の位置づけ 

 

「府中市福祉計画」は、「第５次府中市総合計画 後期基本計画（平成20年度～25年度）」

を上位計画とする計画です。 

 

「府中市福祉計画」は、地域福祉分野の「地域福祉計画」・「福祉のまちづくり推進計画」、

高齢者分野の「高齢者保健福祉計画」・「介護保険事業計画」、障害者分野の「障害者計画」・

「障害福祉計画」、子育て支援分野の「次世代育成支援行動計画」を含む計画です。 

「府中市福祉計画」は、府中市の福祉分野の総合計画として、他の健康・福祉分野の計

画と整合した計画であり、また、文化・学習関連計画、都市基盤・産業分野の計画とも連

携した計画です。 

「府中市福祉計画」を構成する部門別の計画は、東京都の上位計画と整合した計画です。 

 

なお、「地域福祉計画」については、府中市社会福祉協議会が策定する「地域福祉活動計

画」との連携を図っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５次府中市総合計画 後期基本計画 
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府中市福祉計画 

＜府中市の計画＞ 

 
・府中市保健計画 
・府中市住宅マスタープラン 
・府中市生涯学習推進計画 
・府中市スポーツ振興推進計画 
・府中市都市計画マスタープラン 
・府中市交通バリアフリー基本構想 
             等 

＜東京都の計画＞ 

 
・東京都高齢者保健福祉計画 
・東京都地域ケア体制整備構想 
・東京都障害者計画・障害福祉計画
・福祉のまちづくり推進 
・東京都都市計画マスタープラン 
             等 

＜社会福祉協議会＞ 

地域福祉活動計画 
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（２）計画の構成 

福祉計画を構成する計画の、根拠法などは次のとおりです。 

 

【地域福祉分野】 

○地域福祉計画は、社会福祉法第１０７条「市町村地域福祉計画」です。 

 

 

 

 

 社会福祉法第 107 条には、次のような項目を盛り込むことが定められています。 

① 社会福祉に関する活動への住民の参加促進 

② 社会福祉を目的とする事業の健全な発達 

③ 福祉サービスの適切な利用の促進 

○平成19年８月10日付通知「要援護者に係る情報の把握・共有及び安否確認等の円滑な

実施について」に基づき、地域福祉計画には要援護の情報の把握と災害時などの要援護

者支援を盛り込むことが定められました。 

○福祉のまちづくり推進計画は、「府中市福祉のまちづくり条例」に基づき、福祉のまちづ

くりに関する施策を総合的に推進するための計画です。 

 

【高齢者分野】 

○高齢者保健福祉計画は、老人福祉法第20条の８「市町村老人福祉計画」です。 

 

 

 老人保健法は、平成 18 年に「高齢者の医療の確保に関する法律」と改められ、策定が

義務付けられていた市町村老人保健計画の規定が削除されました。 

○介護保険事業計画は、介護保険法第117条「市町村介護保険事業計画」です。 

 療養病床再編の動きを受けて、東京都地域ケア体制整備をふまえた検討をしています。

また、平成 20 年７月に発出された「介護保険事業に係わる保険給付の円滑な実施を確

保するための基本的な指針（案）」に基づき検討しています。 
 

 

 

【障害者分野】 

○障害者計画は障害者基本法第９条第３項「市町村障害者計画」です。 

○障害福祉計画は障害者自立支援法第８８条「市町村障害福祉計画」です。 

 障害者自立支援法の見直しについては平成 20 年５月に八都県市首脳会議から、抜本的

な見直しに関する提案を行っています。それらを受けた国の動向等も勘案しながら策定を

進めています。 
 

 

 

【子育て支援分野】 

○次世代育成支援行動計画は次世代育成支援対策推進法第８条「市町村行動計画」です。 

 次世代育成支援対策推進法に基づき、前期計画の計画期間は平成 17 年度～21 年度で

す。平成 22 年度から 26 年度までの後期計画は現在改定作業中であり、平成 21 年度に

策定してまいります。 
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３ 計画見直しのポイント 

 

計画の見直しにあたっては、次のような視点から、見直しを行っています。 

なお、次世代育成支援行動計画については、前期計画期間が平成16年度～平成21年度、

後期計画期間が平成22年度～平成26年度であるため、後期計画については平成20年度、

平成21年度の2年間で策定する予定です。 

 

（１）福祉のまちづくり推進計画を策定 

府中市では、これまで平成８年に定めた「府中市福祉のまちづくり条例」に基づき、福

祉のまちづくりに関する施策を総合的に推進してきました。さらに平成16年に「府中市交

通バリアフリー基本構想」、平成19年に「府中市福祉のまちづくり ユニバーサルデザイ

ンガイドライン」を策定してきました。 

本計画はこれらの取組をふまえ、これまでの「地域福祉計画」に加え、新たに「福祉の

まちづくり推進計画」を一体的に策定し、ハードとソフトの両面からの地域福祉と福祉の

まちづくりを推進します。 

 

（２）高齢者等制度改正に対応した計画を策定 

先の介護保険制度改革では「予防重視型システム」が導入され、府中市でも地域包括支

援センターを中心とした「介護予防」が展開されてきました。 

しかし医療制度改革等により、高齢者を取り巻く環境は大きく変わろうとしています。

「高齢者の医療の確保に関する法律」のスタートによる「特定健診・特定保健指導」の開

始、また介護療養型医療施設の廃止など療養病床の再編など、今後も高齢者が住み慣れた

地域で生涯にわたり元気で自立して生活を送れるよう見直しを行います。 

 

（３）障害者計画と障害福祉計画を一体的に策定 

府中市では平成18年度に障害者自立支援法に基づく「障害福祉計画（第１期）」を策定

し、身体障害、知的障害、精神障害のサービスの一元化をめざし、目標設定を行いました。 

今回は、障害者計画の見直しと合わせて障害福祉計画（第２期）を策定することになり、

新たな法体系に基づく障害者施策の体系化を行うとともに、目標設定を行います。 
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 12 年度 13 年度 14 年度 15 年度 16 年度 17 年度 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度

 
府中市福祉計画 

 

     

【地域福祉計画】 
地域福祉計画 

（社会福祉法、Ｈ15～） 

      

福祉のまちづくり推進計画 

（府中市福祉のまちづくり条例） 
      

【
高齢者

(老人

高齢者分野計画】 
保健福祉計画 

福祉法) 

  
  

 
 

介護保険事業計画 
護保険法) 

 
  

(介

 
 

 

【
障害

障害者分野計画】 
者計画 

（障害者基本法） 
      

障害
（障

福祉計画 
害者自立支援法、Ｈ18～） 

     
 

次世代育成支援行動計画 
次世代育成支援 

対策推進法、Ｈ17～） 

 

  （    

◎見直し 
福祉計画（平成 21～26 年度） 福祉計画（平成 15～20 年度） 福祉計画 

４ 計画の期間 

 

この計画の期間は、平成 21 年度（2009 年度）から平成 26 年度（2014 年度）まで

の６年間とします。計画期間の一覧は次のとおりです。 

 

 

 

介護保険事業計画（第４期） 

障害者計画 障害者計画 障害者計画 

障害福祉計画 障害福祉計画 

高齢者保健福祉計画 

介護保険事業計画（第１期） 介護保険事業計画（第２期）

高齢者保健福祉計画 高齢者保健福祉計画 

介護保険事業計画（第５期）

次世代育成支援行動計画（前期） 次世代育成支援行動計画（後期） 

府中こどもプラン 子育て支援計画 

障害福祉計画 

介護保険事業計画（第３期）

高齢者保健福祉計画 

地域福祉計画 地域福祉計画 

 
福祉のまちづくり推進計画 

 高齢者保健福祉計画 

 

 

 

 

 

５ 策定体制 

 

計画策定にあたっては、幅広く市民の意見やニーズを把握し、計画に反映していくため、

検討組織への公募市民の参加、アンケート調査等の実施などさまざまな形で市民参加を図

りました。 

 

（検討組織とアンケート調査の結果については、資料編を参照） 
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第１章 府中市の福祉に関する現状 
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府中市の福祉に関する現状は次のとおりです。 

 

（１）人口・世帯の現状―――p232 

府中市の人口は増加傾向にあり、平成 20 年４月１日現在、24 万 5,032 人です。65

歳以上の老年人口は平成 12 年から 17 年の５年間で８千人以上増加し、平成 20 年現在、

42,303 人です。人口推計によると、府中市の人口は今後も緩やかな増加傾向にあり、高

齢化がますます進むと予測されています。 

また、世帯数は 11 万 4,194 世帯で、増加傾向にあります。しかしながら世帯人員は

縮小傾向にあり、小世帯化が進んでいます。 

 

（２）少子・高齢化の現状―――p233 

府中市の 65 歳以上の高齢化率は平成 20 年現在 17.3％、75 歳以上の後期高齢化率は

7.5％です。府中市の高齢化の進行は、全国、東京都に比べると緩やかに進んでいるとい

えます。 

府中市の合計特殊出生率は東京都平均に比べ高く推移しており、都市部の中でも少子化

が比較的緩やかに進んでいるといえます。しかし、平成 17 年には合計特殊出生率は 1.2

人を下回り、少子化傾向は着実に進んでいます。 

 

（３）障害のある人の現状―――p234 

① 手帳所持者数の推移 

府中市における障害の種類別の手帳所持者等の推移をみると、平成18年度では身体・知

的・精神障害者と難病患者を合わせて10,611人であり、障害者の延べ人数は年々増加し

ています。障害の種類別の手帳所持者は、平成18年度では、身体障害者が6,925人で最

も多く、知的障害者が1,355人、精神障害者が796人となっています。 

 

（４）市民生活の現状―――p234 

① 女性の労働力率 

府中市の女性の年齢別の労働力率の推移を見ると、女性の労働力率は全体的に高ま 

っており、労働力率が低下する30代前半の労働力率は、昭和60年から平成17年までに約

15％高くなっている。20代、30代、40代の労働力率の差は縮まっており、子育て期の

女性のライフスタイルの変化により仕事をもつ人が増えていることがうかがえます。 

② ひとり親世帯 

府中市におけるひとり親世帯の数は平成17年には2千世帯を超えています。内訳は、母

親と子どもの世帯が1,877世帯で９割近くを占め、父親と子どもの世帯は226世帯となっ

ています。 
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③ 外国人登録者数 

府中市における外国人登録者数は年々増加し、平成19年には4,199人となっており、

市の総人口に占める割合は1.8％にのぼります。 

国籍別の内訳では、中国（30.5％）、韓国および朝鮮（23.8％）、フィリピン（11.6％）

の順となっています。 

 

④ 自治会 

平成18年には、市内に多様な規模や住居形態をもつ399の自治会があり、加入世帯数

は多少の増減はあるものの、70,637世帯が加入しています。 

 

⑤ ボランティア団体・ＮＰＯ 

市内で活動するボランティア団体は高齢者関連（7団体）、障害者関連（５団体）、児童

関連（6団体）の団体が多く、42団体が府中ボランティアセンターに登録し、活動してい

ます。 

東京都で認証を受けているNPO法人（特定非営利活動法人）のうち、府中市に事務所を

置くNPOは63団体にのぼり、主な活動分野をみると、市内NPOの半数以上が保健・医療・

福祉（35団体）や子ども（32団体）に関する活動を行っています。 

 

⑥ 文化センター事業への市民参加 

市内には11の文化センターがあり、さまざまな事業に、多くの市民が参加しています。

平成18年度の事業開催数は総合計4,794回、参加者数は延べ35万人にのぼります。 

 

（５）支援が必要な人と世帯の現状―――p238 

① 生活保護世帯 

府中市においては、平成13年以降現在まで、生活保護世帯数・人員ともに増加傾向にあ

り、平成18年度では2,389世帯、3,473人となっています。生活保護世帯の中で多数を

占めるのは高齢者世帯と傷病者世帯です。しかし近年では障害者世帯、その他世帯でも増

加しています。 

② 高齢者虐待 

平成18年に高齢者虐待防止法が施行され、高齢者虐待の防止への取組が加速するととも

に、高齢者虐待の深刻な状況が顕在化し、虐待防止や相談などの対応はますます重要とな

っています。 

全国の高齢者虐待の現状をみると、虐待の種別は身体的虐待（64.1％）が最も多くなっ

ています。また、心理的虐待（35.6％）や介護等放棄（29.4％）、経済的虐待（27.4％）

も３割程度であり、複数の虐待が重複して行われている状況がうかがえます。 

③ 児童虐待 

近年、児童虐待が増えています。平成18年度に全国の児童相談所で対応した児童虐待相

談件数は37,343件で、統計を取り始めた平成2年度の約34倍、児童虐待防止法施行前の
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平成11年度に比べ約3.2倍と、年々増加しています。 

府中市でも、児童虐待に関する新規相談対応件数は増加傾向にあり、平成18年度では

242件となっています。 

④ ニート（若年無業者） 

15歳から34歳の若年層のうち、仕事や家事、通学等をしていない「ニート」とい 

われる若年の無業者数が大きく増加しています。全国における「ニート」の数は、平成１

４年から17年まで6４万人で推移しています。 
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第２章 福祉計画の考え方 
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第２章 福祉計画の考え方 
 

１ 福祉計画の基本理念と基本視点 

 

社会福祉法は、第１条の目的で、福祉サービスの利用者の保護および地域における社会

福祉の推進を、また、第３条の福祉サービスの基本理念では、個人の尊厳の保持を掲げて

います。その内容は、福祉サービスの利用者が心身ともに健やかに育成され、またはその

有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるように支援するものとして、良

質かつ適切なものでなければならないとしています。これにより「個人の尊厳」と「自立

した日常生活」を重視した福祉施策の展開が求められています。 

 

第５次府中市総合計画では、まちづくりにあたって、市民が主体で、みんなにやさしく、

安心で快適に暮らすことができるよう「人間性の尊重」を基本理念として「心ふれあう 緑

ゆたかな 住みよいまち」の実現を目指しています。 

 

一方、地域社会に目を向けると、少子高齢化、家族の縮小、ライフスタイルの多様化や

価値観の変化等がますます進み、これまで安心でいきいきと暮らせるまちづくりを支えて

きたきずなが失われつつある状況にあります。 

 

府中市福祉計画は、本市がこれまで展開してきた福祉分野における基本理念「安心して

いきいきと暮らせるまちづくり－みんなでつくる、みんなの福祉－」と４つの基本視点を

継承しながら、新たに顕在化する地域の課題を、より幅広い地域の人々と行政、福祉関係

者が互いに協力して解決していきます。それにより、すべての市民が人として尊重され、

生涯にわたって地域で自立していきいきと生活できるよう、市民福祉のさらなる向上に努

めます。 

 

 

 

基本理念 

 安心していきいきと暮らせるまちづくり 

 ―みんなでつくる、みんなの福祉― 
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基本視点 

 

１． 利用者本位の福祉サービスの実現 

利用者が福祉サービスを選択する制度への転換が一層進むなかで、十分な情報提供、相

談体制の充実、利用者の人権の尊重と保護など、利用者本位の福祉サービスの実現を目指

します。 

 

２． 生涯にわたって「自立」を支える福祉の実現 

市民一人ひとりの尊厳を重視し、サービスを利用する人々が地域で心身ともに健やかに、

生涯にわたって自立した生活を送ることができる福祉の実現を目指します。 

 

３． 地域で支える福祉の実現 

行政だけでなく、福祉関係の機関・団体・施設、民間事業者、福祉ＮＰＯ、ボランティ

ア団体、あらゆる市民等との連携・協力体制により、地域で支える福祉の実現を目指しま

す。 

 

４． 市民参加と協働による幅広い福祉の実現 

身近な地域社会において、人と人との絆を大切にしながら、市民自らが参加し、自発的

に支えあい、さまざまな主体と協働して進める幅広い福祉の実現を目指します。 
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２ 府中市がめざす新しい福祉社会に向けて 

 

厚生労働省の「これからの地域福祉のあり方に関する研究会」においては、少子高齢化

が進行し、地域社会が変化するなか、現行の仕組みでは対応しきれていない多様な生活課

題に対応するために、基本的な福祉ニーズは公的な福祉サービスで対応する、という原則

をふまえつつ、地域における多様なニーズへの的確な対応を図る上で、成熟した社会にお

ける自律した個人が主体的にかかわり、支えあう、「新たな支え合い」（共助）の拡大、強

化が求められているとしています。 

 

そのためには、幅広い福祉の概念のもとで、ボランティアや NPO、住民団体など多様

な民間主体が担い手となり地域の生活課題を解決していくことや、市場、行政、非営利セ

クターが補い合い、住民の生活課題に対応していくこと、市民が市民の発想で活動に取り

組み、主体的に参加していくことが重要であるとしています。 

 

本計画では、改めて地域社会の「共助」をとらえなおし、新しい社会に向きえてしくみ

づくりを考え、市民、関係団体、行政が協働して新しい共助作りに取り組んでいきたいと

考えています。 

 

地域における新たな支え合い（共助）と市町村の役割 

（これからの地域福祉のあり方に関する研究会報告書） 
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３ 福祉計画の施策体系 

 
 
 

（ 別 紙 ） 
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４ 福祉計画全体で取り組むこと 

  

 

 

 

 

 

 

＜分野別計画の重点施策＞ 

福祉計画全体で取り組むこと（ｐ20 参照） 

○ 災害時の総合的なサポートシステムづくり 

・ 災害時用援護者支援 

・ 見守り助け合い 

 
○ 福祉を支え、福祉に参画する人材の育成 

・ 地域人材の育成 

・ 福祉人材の確保 

 
障害者計画・障害福祉計画(第２期)（p184） 

 

○ 相談体制の充実 

○ 一般就労への支援、作業所などの就労機能の強化 

○ 住まいの確保 

○ 高次能機能障害・発達障害のある人等への支援 

 
高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（第４期）（ｐ113） 

 

○ 介護予防の体系的取組・地域包括支援センターの機能充実 

○ 認知症の総合的対策 

○ 地域ケア体制の整備 

 

 
地域福祉計画・福祉のまちづくり推進計画（ｐ50） 

 

○ 総合的な生活支援システム 

○ 新たな「支え合い」の仕組みづくり 

○ ユニバーサルデザインの推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 19 - 
 



府中市福祉計画 
 

（１） 災害時の総合的なサポートシステムづくり 

○ 災害や緊急時等に迅速な支援を実施するため、福祉部局と防災部局の連携を図り、庁内に関

係部局から構成する連絡会議を設置します。さらに庁内連絡会議に加え、関係機関、団体と

も連携した支援会議を設置します。 

○ サポートシステムとして、災害、緊急時の救済や安否確認の充実を図ることができるよう、

災害時要援護者支援システムを構築します。 

○ また、地域全体で、災害や防災に関する知識・情報を共有し、日ごろの備えとあわせ災害時

にどう対応し、行動していくかの対策を盛り込んだ指針を作成し、町会・自治会等の地域団

体と連携を図ります。 

 

■ 災害時の総合的なサポートシステムのイメージ■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

個人・ボランティア

地域でのネットワーク・実践 

民生・児童委員

社会福祉協議会 町内会・自治会 

学校・関係機関

自主防災組織 

NPO 

危機去れシステム 

 

管理組合 

福祉施設 

関係団体等との連携 

 
 
 
府中市 

福祉 

部局 

防災 

部局 

 

（２） 福祉を支え、福祉に参画する人材の育成 

○ 福祉を推進していくためには、その担い手として介護や介助にあたる専門職から多様な市民

までさまざまな人材を確保、育成していくことが必要です。 

○ 府中市全体として、福祉を支え、福祉に参画する人材の育成を進めるために、次のような方

針のもとで、社会福祉協議会とも連携して幅広く推進していきます。 

 
＜基本的な考え方＞  

○ 新たな人材の参画を支援する 

・団塊の世代などの人的資源を活用する 

・学校等へのアプローチを進める 

・潜在的有資格者の再就職支援を進める 

○ 専門職の確保･育成を図る 

・研修の充実、支援を図る 

・人事交流などを支援し、働きやすい職場環境を推進する  
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５ 福祉エリア 

 

府中市ではこれまで、人口や高齢化率、地勢、道路や交通網、民生委員・児童委員の活

動区域などを考慮した６つの区域を福祉エリアとしてきました。 

 

地域福祉分野ではこれからの新しい地域福祉活動を推進するために、福祉エリアごとの

地域資源を活用しながら、多機関が連携をとりあっていきます。 

高齢者保健福祉分野においては、本エリアを引き続き介護保険事業計画の日常生活圏域

として位置づけ、情報提供や相談体制を充実するとともに、地域密着型サービスの量の見

込みを定め、介護が必要になっても住み慣れた地域に住み続けられるような体制づくりを

充実します。 

障害者計画・障害福祉計画においても、地域の視点から、障がいがある人の生活支援、

相談支援、情報提供の充実を図ります。 

 

なお、府中市の生活圏域には文化センター圏域（11圏域）、中学校区（11圏域）等もあ

ることから、重層的に考えていくこととします。 

 

図 府中市の福祉エリア 

 

 

第１地区 

第２地区 

第５地区 

第３地区 

第４地区 

第６地区 
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＜エリア別の地域資源＞ 

 

エリア名 第１地区（エリア） 第２地区（エリア） 

町名 多磨町、朝日町、紅葉丘、白糸台（１～３丁

目）、若松町、浅間町、緑町 

白糸台（４～６丁目）、押立町、小柳町、八幡

町、清水が丘、是政 

エリアごとの特徴 東西に通る人見街道を中心に農業を営む古く

からの住民層とマンションや宅地開発による

新興住宅が組み合わされている地域。北部の

多磨霊園周辺及びエルフォレストマンションは

小金井市の生活圏、南北に走る西武多摩川

線は地区内の生活圏を東西に区分している。

 

南北に走る西武多摩川線と東西に走る崖線

が大きく生活圏を区分している。東部は車返

団地があり大きな居住区を形成している。多

磨霊園駅周辺に商業地を形成しているが、調

布市の生活圏が主となる。また、西部には東

京競馬場を擁し、周辺に古くからの住民を中

心にコミュニティが形成されている。 

 

人口（H19.4.1） 49,355人 47,708人

面積 6.85k㎡ 6.00k㎡

支援センター ・あさひ苑高齢者在宅支援センター 

・緑苑在宅介護支援センター 

・しみずがおか在宅介護支援センター 

・さくらんぼ在宅介護支援センター 

介護老人保健施設 ・老人保健施設 ファミリート府中 

介護老人福祉施設 ・あさひ苑（特養） 

・信愛緑苑 

・たちばなの園白糸台（特養） 

短期入所生活介護 ・府中市立あさひ苑居宅介護支援センター 

・緑苑居宅介護支援センター 

・たちばなの園白糸台居宅介護支援事業所 

介護予防 － － 

グループホーム － ・認知症対応型共同生活介護こもれび家族 

・認知症対応型共同生活介護府中 

高
齢
者 

介護療養型医療施

設 

・慈秀病院（療養型） 

 

・共済会櫻井病院（療養型） 

支援センター － － 障
害
の
あ
る
人

支援施設 ・都立府中朝日特別支援学校 

・都立府中特別支援学校 

・府中生活実習所 ・童里夢工房 

・わかまつ共同作業所 ・ホープ若松 

・クラフトわかまつ    ・府中あゆみ園 

・府中ひまわり園    ・たんぽぽの家 

支援センター － － 子
ど
も 学童クラブ ・第十学童クラブ 

・白糸台学童クラブ 

・第四学童クラブ 

・若松学童クラブ 

・第二学童クラブ 

・南白糸台学童クラブ 

・小柳学童クラブ 

・第八学童クラブ 

保健 － － 

文化センター ・紅葉丘文化センター 

・白糸台文化センター 

・押立文化センター 

・是政文化センター 

上記以外の公共施

設 

・紅葉丘図書館 

・白糸台図書館 

・生涯学習センター 

・府中市美術館 

・府中の森芸術劇場 

・押立図書館 

・是政図書館 

地
域
福
祉 

体育館 ・白糸台体育館 ・押立体育館 

・日吉体育館 
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エリア名 第３地区（エリア） 第４地区（エリア） 

町名 天神町、幸町、府中町、寿町、晴見町、 

栄町、新町 

宮町、日吉町、矢崎町、南町、本町、 

宮西町、 

エリアごとの特徴 北部の東八線周辺は国分寺市と小金井市が

生活圏、南部の国道20号線周辺は府中駅を

中心とする商業地と大きく生活圏が分れる。

北東には大きな都営住宅（新町）があり高齢

者人口も集中している。 

市中心地に近く立地条件もよく、他エリアに

比べ集合住宅も多い。人口も集中するが、公

共施設も集中しており、社会基盤は充実して

いる。 

エリア内は東西に走る旧甲州街道と高速道

路、南北に通る下河原緑道により大きく圏域

が分かれる。北部は旧甲州街道周辺の古く

からの住民層と新興住民層が組み合わされ

ている。中部は戸建住宅が比較的多い。南

部は都営住宅（南町）が立ちならび、高齢者

人口も集中している。 

分倍河原駅、府中本町駅、中河原駅が近く

交通のアクセスはよい。 

市中心地への移動は比較的容易である。 

人口（H19.4.1） 41,035人 27,958人

面積 4.02k㎡ 3.61k㎡

支援センター ・安立園在宅介護支援センター 

・しんまち在宅介護支援センター 

・ピースプラザ在宅介護支援センター 

・南町在宅介護支援センター 

介護老人保健施設 ・老人保健施設ピースプラザ 

介護老人福祉施設 ・安立園 

 

 

 

短期入所生活介護 ・安立園指定居宅介護支援事業所 

介護予防  

グループホーム   

高
齢
者 

介護療養型医療施

設 

 

支援センター ・地域生活支援センタープラザ 

・地域生活支援センターあけぼの 

・心身障害者福祉センター 

・地域生活支援センターみーな 
障
害
の
あ
る
人

支援施設 ・ロードハイツ     ・府中はるみ福祉園 

・府中きこり工房   ・てんてる舎 

・栄興業 

・ふれあい会館     

・梅の木の家共同作業所  ・集いの家 

支援機関 ・教育センター ・子ども家庭支援センター「たっち」 子
ど
も 

学童クラブ ・第六学童クラブ 

・新町学童クラブ 

・第九学童クラブ 

・第一学童クラブ 

・第三学童クラブ 

・南町学童クラブ 

・矢崎学童クラブ 

 

保健 ・府中市保健センター・保健センター分館 ・多摩府中保健所 

・市民健康センター 

文化センター ・新町文化センター 

・中央文化センター 

・片町文化センター 

 

上記以外の公共施

設 

・中央図書館      

・新町図書館 

・武蔵府中郵便局 

・府中警察署 

・府中消防署 

・府中社会保険事務所 

・ＮＰＯ・ボランティア市民活動センター 

・宮町図書館 

・片町図書館 

・市政情報センター 

・観光情報センター 

・市役所 

・社協ボランティアセンター 

・府中ボランティアセンター 

・郷土の森博物館 

地
域
福
祉 

体育館 ・栄町体育館 ・総合体育館 
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エリア名  第５地区（エリア） 第６地区（エリア） 

町名 日鋼町、武蔵台、北山町、西原町、美好町

（１～２丁目）、本宿町（３～４丁目）、西府町

（３～４丁目）、東芝町 

美好町（３丁目）、分梅町、住吉町、四谷、日

新町、本宿町（１～２丁目）、西府町（１～２、５

丁目） 

エリアごとの 

特徴 

エリア内は東八道路、府中町田線、国道20

号線により大きく生活圏が分かれる。北部は

国立市、国分寺市が生活圏で、戸建住宅と

都営住宅（北山）が混在し高齢化も進んでい

る。中東部には東芝府中事業場を擁し、周

辺に戸建住宅とエフユニバースマンションが

ある。東南には、日鋼団地があり、高齢化も

進んでいる。南部は古くからの住民層と新興

住民層により生活圏を形成している。 

エリア内は南北に走る鎌倉街道、東西に走る

高速道路、都道により大きく生活圏が分かれ

る。東部の鎌倉街道周辺の戸建住宅、中部

の農業を営む古くからの住民層、西部は新興

戸建住宅とマンションが建ち隣接市が生活圏

となる。中河原周辺に商業地を形成してお

り、中西部については市中心地への移動はし

にくい。特に西部については隣接市（国立市・

多摩市・日野市）への移動が主となる。 

人口（H19.4.1） 30,862人 41,416人

面積 3.35k㎡ 5.51k㎡

支援センター ・泉苑在宅介護支援センター 

 

・よつや苑高齢者在宅介護支援センター 

・鳳仙寮在宅介護支援センター 

介護老人保健施設 － ・老人保健施設ウイング 

介護老人福祉施設 ・泉苑（特養） ・よつや苑（特養） 

・鳳仙寮（特養） 

短期入所生活介護 ・泉苑居宅介護支援センター ・よつや苑居宅介護支援センター 

・鳳仙寮居宅介護支援事業所 

介護予防 － ・府中市立介護予防推進センター 

グループホーム － ・認知症対応型共同生活介護みんなの家府

中 

・認知症対応型共同生活介護たのしい家武

蔵府中 

高
齢
者 

介護療養型医療施

設 

－ ・恵仁会病院（療養型） 

支援センター ・都立府中療育センター － 障
害
者 

支援施設 ・都立多摩療育園 

・都立武蔵台特別支援学校 

・府中共同作業所 

・レスポワール工房  ・ナイスデイキッヅ 

・グループホームマリム  ・北山結いの家 

・若竹障害者通所事業所 

・西府結いの家 

・根っこクラブ 

・コットンハウス フレンズ 

・プロジェクツけやきのもり 

支援センター ・子ども家庭支援センター「しらとり」 － 子
ど
も 

学童クラブ ・武蔵台学童クラブ 

・第七学童クラブ 

・本宿学童クラブ 

 

・第五学童クラブ 

・日新学童クラブ 

・四谷学童クラブ 

・住吉学童クラブ 

保健  － － 

文化センター ・武蔵台文化センター 

 

・四谷文化センター 

・住吉文化センター 

・西府文化センター 

上記以外の公共施

設 

・武蔵台図書館 

・府中公共職業安定所 

・西府図書館    ・四谷図書館 

・住吉図書館    

・スクエア２１ 女性センター 

・リサイクルプラザ 

地
域
福
祉 

体育館 ・本宿体育館 ・四谷体育館 
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